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○可児市福祉医療費助成に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、可児市福祉医療費助成に関する条例（昭和50年可児町条例第30号。

以下「条例」という。）第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。 

（受給者証の交付申請） 

第２条 条例第５条の規定により受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費

受給者証交付申請書（兼）受給資格者台帳（別記様式第１号の１）又は福祉医療費受給

者証交付申請書（別記様式第１号の２、別記様式第１号の３及び別記様式第１号の４）

に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 条例第２条第２項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは

組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）による被保険

者証 

(２) 条例第２条第１項第１号に規定するこどもである場合は、当該規定に該当するこ

とを明らかにする書類 

(３) 条例第２条第１項第２号に掲げる者のうち、アに規定する身体障がい者である場

合は、身体障害者手帳、イに規定する知的障がい者である場合は、療育手帳、ウに規

定する戦傷病者である場合は、戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、エに規定する精神

障がい者である場合は、精神障害者保健福祉手帳 

(４) 条例第２条第１項第３号に規定する母子家庭等の母及び児童である場合は、当該

規定に該当することを明らかにする書類 

(５) 条例第２条第１項第４号に規定する父子家庭の父及び児童である場合は、当該規

定に該当することを明らかにする書類 

(６) 条例第３条の２ただし書に規定するこども若しくは重度心身障がい者の生計を維

持している者又は母子家庭等の母及び児童若しくは父子家庭の父及び児童の養育者に

あっては、これを明らかにする書類（別記様式第２号） 

(７) 岐阜県福祉医療費助成事業補助金交付要綱（昭和57年５月28日福第250号）第２条

に規定する所得を証明する書類（行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第19条第８号に該当する場合を除く。） 

(８) その他市長が必要と認める書類 

（受給者証） 

第３条 条例第６条第１項の規定により交付する受給者証の様式は、次の各号の区分に従

い、当該各号に掲げる様式とする。 

(１) こども 別記様式第３号の１ 

(２) 重度心身障がい者 別記様式第３号の２ 

(３) 母子家庭等の母及び児童 別記様式第３号の３ 

(４) 父子家庭の父及び児童 別記様式第３号の４ 

２ 前項の規定による受給者証の有効期間は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める

ところによる。 

(１) こども 出生日から15歳に達する日以後の最初の３月31日までとする。ただし、
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条例第５条の規定による申請のあった日（以下「申請日」という。）が出生日から30日

を超える場合は、申請日の属する月（以下「申請月」という。）の初日からとする。 

(２) 重度心身障がい者 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交

付した日（以下「交付日」という。）の属する月の初日（ただし、条例第２条第１項第

２号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者について

は、申請日が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日から30

日を超える場合は、申請月の初日）から２年以内で市長が別に定める日までとする。 

(３) 母子家庭等の母及び児童 受給の原因となる事実が発生した日（以下「事実発生

日」という。）の翌日（ただし、申請日が事実発生日から30日を超える場合は、申請月

の初日）から２年以内で市長が別に定める日までとする。ただし、児童がこの期間に

満18歳に達することとなる場合、又は児童が認定月の初日において既に満18歳に達し

ている場合には、その達する日又は既に達した日以後の最初に到来する３月31日まで

とする。この場合において、同日をもって条例第３条に規定する受給資格者としての

要件に該当しなくなる母についても同様とする。 

(４) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日（ただし、申請日が事実発生日から30

日を超える場合は、申請月の初日）から２年以内で市長が別に定める日までとする。

ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において10月１日以後に交付する受給

者証については、事実発生日の翌日（ただし、申請日が事実発生日から30日を超える

場合は、申請月の初日）から当該事実発生日の翌日以後の最初に到来する３月31日ま

でとする。この場合において、同日をもって条例第３条に規定する受給資格者として

の要件に該当しなくなる父についても同様とする。 

３ 転入に伴い受給者証を交付する場合の有効期間は、転入の日からとする。ただし、申

請日が転入の日から30日を超えたときは、申請月の初日からとする。 

４ 災害その他やむを得ない事由（以下「災害等」という。）により申請日が事実発生日

から30日を超えた場合の受給者証の有効期間は、当該申請日が災害等のやんだ日から30

日以内であるときは、事実発生日から30日以内に申請があったものとみなし、前２項の

規定を適用し、当該申請日が災害等のやんだ日から30日を超えたときは、申請月の初日

からとする。 

５ 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者

は、福祉医療費受給者証再交付申請書（別記様式第４号）を市長に提出し、受給者証の

再交付を受けるものとする。 

６ 条例第６条第２項の規定による却下通知は、福祉医療費受給者証交付申請却下通知書

（別記様式第５号）により行うものとする。 

（支給申請） 

第４条 条例第８条第１項の規定により医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医

療費支給申請書（別記様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることがで

きる。 

（決定通知） 

第５条 条例第９条の規定による決定通知は、福祉医療費支給決定通知書（別記様式第７
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号の１又は別記様式第７号の２）により行うものとする。 

（届出事項） 

第６条 条例第10条に規定する事項は、次の各号のとおりとし、福祉医療費受給資格等変

更届（別記様式第８号）により届け出なければならない。 

(１) 氏名 

(２) 住所 

(３) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名 

(４) 被保険者の加入保険 

(５) 身体障害者手帳 

(６) 戦傷病者手帳 

(７) 療育手帳、知的障害者判定書 

(８) 精神障害者保健福祉手帳 

(９) 支払場所の指定 

（受給者証の返還） 

第７条 条例第６条の規定により受給者証の交付を受けた者が、条例第３条に規定する受

給資格の要件に該当しなくなったときは、市長に福祉医療費助成資格喪失届（別記様式

第９号）を速やかに提出するとともに、受給者証を返還しなければならない。 

（支給金の返還請求） 

第７条の２ 市長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、

福祉医療費支給金返還決定通知書兼請求書（別記様式第10号の１、別記様式第10号の２、

別記様式第10号の３、別記様式第10号の４）により行うものとする。 

（台帳等の整備） 

第８条 市長は、福祉医療費受給資格者台帳（兼）受給者証交付台帳（別記様式第11号の

１、別記様式第11号の２及び別記様式第11号の３）を作成し、常に整備しておくものと

する。 


